
別紙様式第11 

公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式 

物品等又は役務の

名 称 及 び 数 量 

随意契約担当部課

の名称及び所在地 

随 意 契 約 を 

締 結 し た 日 

随意契約の相手方の

氏 名 及 び 住 所 

随意契約に係る 

契 約 金 額 

随 意 契 約 に よ る 

こ と と し た 理 由 

その他必要な事項

（ 備 考 ） 

AB 棟排水槽清掃及

び廃棄物収集運搬

業務委託 

事務部 

施設課 

 

京都市上京区釜座

通丸太町上ル春帯

町355番地の5 

令和7年5月2日 

株式会社大阪ガスファ

シリティーズ 

 

大阪市東成区中道1丁目

4番2号 

\1,480,600- 

契約業者は、当院の建物設備

総合管理業務委託の受託者で

あり、本建物の構造や設備に

精通した同社に最も適切な施

工が期待できることから、契

約の性質又は目的が競争を許

さない場合に該当するため。 

日本赤十字社会計規則第36条

第4項該当 

 

C棟・看護学校排水

槽清掃及び廃棄物

収集運搬業務委託 

事務部 

施設課 

 

京都市上京区釜座

通丸太町上ル春帯

町355番地の5 

令和7年5月2日 

株式会社大阪ガスファ

シリティーズ 

 

大阪市東成区中道1丁目

4番2号 

\1,159,400- 

契約業者は、当院の建物設備

総合管理業務委託の受託者で

あり、本建物の構造や設備に

精通した同社に最も適切な施

工が期待できることから、契

約の性質又は目的が競争を許

さない場合に該当するため。 

日本赤十字社会計規則第36条

第4項該当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式第11 

公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式 

物品等又は役務の

名 称 及 び 数 量 

随意契約担当部課

の名称及び所在地 

随 意 契 約 を 

締 結 し た 日 

随意契約の相手方の

氏 名 及 び 住 所 

随意契約に係る 

契 約 金 額 

随 意 契 約 に よ る 

こ と と し た 理 由 

その他必要な事項

（ 備 考 ） 

総合医療情報シス

テム更新に伴うプ

リンタ調達 

事務部 

情報マネジメント

課 

 

京都市上京区釜座

通丸太町上ル春帯

町355番地の5 

令和7年5月16日 

株式会社タクト・マシ

ン・サービス 

 

福岡県福岡市博多区比

恵町17-7 

\13,467,542- 

電子カルテに付随するデバイ

スに求められる条件で最も重

要な点が、電子カルテアプリ

ケーションとの親和性であ

り、開発段階で発生する様々

な相互関係上の問題に随時対

応する必要がある。製造メー

カーのサポート体制も大きく

影響することから、この度採

用した MegaOak/iS での導入

実績を前提条件とした場合、

契約の性質又は目的が競争を

許さない場合に該当するため

日本赤十字社会計規則第36条

第4項に基づく随意契約とす

る。 

 

次期電子カルテシ

ステム更新に伴う

端末機器調達 

事務部 

情報マネジメント

課 

 

京都市上京区釜座

通丸太町上ル春帯

町355番地の5 

令和7年5月16日 

株式会社タクト・マシ

ン・サービス 

 

福岡県福岡市博多区比

恵町17-7 

\147,428,644- 

電子カルテ端末に求められる

条件で最も重要な点が、電子カ

ルテアプリケーションとの親

和性であり、開発段階で発生す

る様々な相互関係上の問題に

随時対応する必要がある。製造

メーカーのサポート体制も大

きく影響することから、この度

採用した MegaOak/iS での導入

実績を前提条件とした場合、契

約の性質又は目的が競争を許

さない場合に該当するため日

本赤十字社会計規則第36条第4

項に基づく随意契約とする。 

 



 

別紙様式第11 

公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式 

物品等又は役務の

名 称 及 び 数 量 

随意契約担当部課

の名称及び所在地 

随 意 契 約 を 

締 結 し た 日 

随意契約の相手方の

氏 名 及 び 住 所 

随意契約に係る 

契 約 金 額 

随 意 契 約 に よ る 

こ と と し た 理 由 

その他必要な事項

（ 備 考 ） 

インシデント管理

システム更新 

事務部 

情報マネジメント

課 

 

京都市上京区釜座

通丸太町上ル春帯

町355番地の5 

令和7年5月16日 

株式会社ケーエスケー 

 

大阪市中央区本町橋1-

20 

\6,681,300- 

機能の充実、業務の効率化等

を目途に必要機能の検討及び

データの移行、電子カルテシ

ステムとのインターフェース

等について検討を行った結論

を重要視し優先した結果、現

行システムが存在する中、蓄

積データやノウハウを持つ同

システムバージョンアップに

よる更新が選定されたことか

ら、当該システムプログラム

等の開発元で技術的な詳細を

熟知・精通している選定ベン

ダ以外に業務履行不可能であ

り、加えて当該ベンダが直販

を行わず販売ディーラーを指

定することから、契約の性質

又は目的が競争を許さない場

合に該当するため日本赤十字

社会計規則第36条第4項に基

づく随意契約とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙様式第11 

公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式 

物品等又は役務の

名 称 及 び 数 量 

随意契約担当部課

の名称及び所在地 

随 意 契 約 を 

締 結 し た 日 

随意契約の相手方の

氏 名 及 び 住 所 

随意契約に係る 

契 約 金 額 

随 意 契 約 に よ る 

こ と と し た 理 由 

その他必要な事項

（ 備 考 ） 

放射線部門システ

ム（RIS・PACS・治療

RIS・AI診断・3D画

像・循環器動画）更

新 

事務部 

情報マネジメント

課 

 

京都市上京区釜座

通丸太町上ル春帯

町355番地の5 

令和7年5月23日 

キャノンメディカルシ

ステムズ株式会社 京

都支店 

 

京都市下京区河原町通

松原上ル2丁目富永町

338番地（京都四条河原

町ビル） 

\201,850,000- 

機能の充実、業務の効率化等

を目途に必要機能の検討及び

データの移行、電子カルテシ

ステムとのインターフェース

等について検討を行った結論

を重視し優先した結果、現行

システムが存在する中、蓄積

データやノウハウを持ち、当

該システムプログラム等の開

発元で技術的な詳細を熟知・

精通している選定ベンダ以外

に業務履行不可能であること

から、契約の性質又は目的が

競争を許さない場合に該当す

るため日本赤十字社会計規則

第36条第４項に基づく随意契

約とする。 

 

Ｄ棟解体に係るア

スベスト含有調査

（分析調査） 

事務部 

新病院整備推進課 

 

京都市上京区釜座

通丸太町上ル春帯

町355番地の5 

令和7年4月30日 

株式会社 GS ユアサ環境

科学研究所 

 

京都市南区吉祥院新田

壱ノ段町5番地 

\1,386,000- 

契約業者は、当該業務の受託

経験が豊富であり、また、対

象建築物の事前調査を実施し

ていることから仕様等を熟知

しており、円滑な業務遂行が

期待できるため、契約の性質

又は目的が競争を許さない場

合に該当するため。 

（日本赤十字社会計規則第36

条第４項） 

 



 

 

 

別紙様式第11 

公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式 

物品等又は役務の

名 称 及 び 数 量 

随意契約担当部課

の名称及び所在地 

随 意 契 約 を 

締 結 し た 日 

随意契約の相手方の

氏 名 及 び 住 所 

随意契約に係る 

契 約 金 額 

随 意 契 約 に よ る 

こ と と し た 理 由 

その他必要な事項

（ 備 考 ） 

手術用照明器具一

式 保守料 

事務部 

調度課 

 

京都市上京区釜座

通丸太町上ル春帯

町355番地の5 

令和7年5月1日 

株式会社増田医科器械 

 

京都市伏見区竹田藁屋

町50番地 

\4,580,000- 

当該業者は、当該機器の納入

業者であり当該業務に必要な

能力及び経験があり、迅速か

つ安全に業務を遂行できる業

者であることから、契約の性

質又は目的が競争を許さない

場合に該当するため（日本赤

十字社会計規則第36条第4項） 

 

       

       

 


